
町
・
県
民
税
の
申
告
を
町
内
各

地
（
下
記
日
程
の
と
お
り
）
で
受

け
付
け
ま
す
の
で
、
な
る
べ
く
指

定
さ
れ
た
日
に
申
告
し
て
い
た
だ

く
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、

指
定
さ
れ
た
日
に
都
合
が
つ
か
な

い
方
も
、
で
き
る
だ
け
申
告
受
付

期
間
内
（
土
・
日
曜
日
は
除
く
）

に
お
早
め
に
申
告
を
し
て
く
だ
さ

い
。町

・
県
民
税
の
申
告

申
告
が
必
要
な
方

平
成
27
年
1
月
1
日
現
在
、
町

内
に
住
ん
で
い
て
（
住
民
登
録
の

有
無
に
関
係
な
く
実
際
に
町
内
に

住
ん
で
い
る
方
）
平
成
26
年
中
に

所
得
が
あ
り
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
方

①
給
与
所
得
者
で
、
勤
務
先
か
ら

役
場
に
給
与
支
払
報
告
書
が
提

出
さ
れ
な
い
方

②
平
成
26
年
中
に
会
社
退
職
な
ど

に
よ
り
、
年
末
調
整
を
受
け
て

い
な
い
方

③
公
的
年
金
以
外
の
雑
所
得
、
一

時
所
得
、
事
業
所
得
等
の
所
得

が
あ
る
方

④
医
療
費
、
雑
損
、
寄
附
金
な
ど

の
各
種
控
除
を
受
け
よ
う
と
す

る
方

※
所
得
が
な
か
っ
た
方
や
療
養
中

で
あ
っ
た
方
で
も
、
税
法
上
の
扶

養
に
な
っ
て
い
な
い
方
は
、
申
告

を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
税
の
証
明
書
が
必
要
な
方
は
、

申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
す
る
必
要
の
な
い
方

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
税
務
署
へ
確
定
申
告
書
を
提
出

す
る
方

②
給
与
の
み
の
所
得
で
勤
務
先
か

ら
役
場
に
給
与
支
払
報
告
書
の

提
出
が
あ
る
方

③
公
的
年
金
収
入
の
み
の
方
で
、

控
除
等
の
追
加
の
な
い
方

申
告
に
必
要
な
も
の

①
印
鑑

②
給
与
所
得
者
は
源
泉
徴
収
票
ま

た
は
給
与
支
払
明
細
書

③
社
会
保
険
料
（
国
民
年
金
保
険

料
、
国
民
健
康
保
険
税
（
料
）

な
ど
）、
生
命
保
険
料
や
地
震

保
険
料
な
ど
の
控
除
証
明
書

④
医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
医

療
費
の
領
収
書
、
計
算
明
細
書
、

健
康
保
険
や
生
命
保
険
で
補
て

ん
さ
れ
た
金
額
が
わ
か
る
書
類

な
ど

⑤
障
害
者
控
除
を
受
け
る
方
は
障

害
者
手
帳
な
ど

⑥
そ
の
他
、
申
告
に
必
要
な
関
係

書
類

※
「
申
告
が
必
要
な
方
」
に
該
当

す
る
場
合
は
必
ず
申
告
し
て
く
だ

さ
い
。
申
告
書
は
受
付
会
場
に
用

意
し
て
あ
り
ま
す
。

町
・
県
民
税
の
申
告
は
、
保
育

所
入
所
、
年
金
、
公
営
住
宅
入
居

や
事
業
資
金
等
の
申
請
な
ど
の
各

種
証
明
の
基
礎
資
料
に
な
り
ま
す

の
で
、
必
要
な
方
は
忘
れ
ず
に
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

申告受付期間

2月16日㈪
〜

3月16日㈪
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所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所所得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得得税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税ののののののののののののののののののののののの申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申申告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告告ののののののののののののののののののののののの
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申告は

お早めに

町・県民税の申告受付日程
受付時間 9時～15時30分（土・日曜日は除く）

会 場
役場3階第1会議室

役場3階第1会議室

役場3階第1会議室

役場3階第1会議室

役場3階第1会議室

役場3階第1会議室

小針新宿集会所

光ヶ丘公民館

ゆめくる2階会議室

ゆめくる2階会議室

役場3階第3会議室

対象者・対象地区
本町3丁目、寿4・5丁目

本町1・2丁目

小室4001～6000

小室6001～9000

小室9001～

大針全地区、学園2・3・4丁目

小針新宿・西小針全地区、寿1丁目
羽貫・小針内宿・内宿台全地区、
寿2・3丁目、学園1丁目
小室1～4000

栄全地区

全地区

期 日
2／16㈪

2／17㈫

2／18㈬

2／19㈭

2／20㈮

2／23㈪

2／24㈫

2／25㈬

2／26㈭

2／27㈮

3／2㈪～3／16㈪

駐車場には限りがあります。また、会場によっては駐車場のないところもありますの
で、車のご利用はなるべくご遠慮ください。お願い

町・県民税の
申告は…

税務課町民税係
�７２１－２１１１

�内２１５２
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2
月
22
日
㈰
お
よ
び
3
月
1
日

㈰
に
限
り
、
申
告
相
談
お
よ
び
申

告
書
の
収
受
等
の
受
付
を
実
施
し

ま
す
。
な
お
、
当
日
は
混
雑
が
予

想
さ
れ
ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め

ご
承
知
お
き
願
い
ま
す
。（
現
金

納
付
の
窓
口
業
務
は
行
い
ま
せ

ん
。）

○
白
色
申
告
者
で
事
業
所
得
（
営

業
や
農
業
等
）、
不
動
産
所
得
、

山
林
所
得
の
あ
る
人
は
、
必
ず

収
支
内
訳
書
を
添
付
し
て
く
だ

さ
い
。

○
土
地
、
建
物
、
株
式
等
の
譲
渡
、

贈
与
お
よ
び
消
費
税
等
に
つ
い

て
は
、
直
接
上
尾
税
務
署
に
申

告
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
告
に
つ
い
て
詳
し
く
は
国
税

庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

http
://w

w
w
.nta.go.jp

電
子
申
告
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
確
定

申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
で
は
、

自
動
計
算
で
確
定
申
告
書
を
作
成

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
作
成
し

た
申
告
書
は
、
印
刷
し
て
郵
送
等

に
よ
り
税
務
署
に
提
出
で
き
ま
す
。

ま
た
、
電
子
証
明
書
や
Ｉ
Ｃ
カ
ー

ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
を
お
持
ち
な
ら
、

そ
の
ま
ま
送
信
で
き
ま
す
の
で
ぜ

ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

消
費
税
の
確
定
申
告
を

さ
れ
る
方
へ

消
費
税
率
が
8
％
（
内
、
地
方

消
費
税
1
・
7
％
）
に
変
更
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
平
成
26
年
分
の

消
費
税
お
よ
び
地
方
消
費
税
の
確

定
申
告
書
を
作
成
す
る
た
め
に
は
、

帳
簿
等
に
お
い
て
課
税
取
引
を
事

前
に
適
用
税
率
ご
と
に
区
分
し
、

そ
れ
を
基
に
計
算
し
て
い
た
だ
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。

※
経
過
措
置
と
し
て
、
平
成
26
年

4
月
1
日
以
降
の
取
引
で
あ
っ
て

も
改
正
前
の
税
率
（
5
％
）
が
適

用
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【交通機関】
●ニューシャトル羽貫駅から徒歩約30分
●羽貫駅・伊奈学園から朝日バス（上尾駅東口行）に
乗車し「上平支所前」下車徒歩3分

●JR高崎線北上尾駅（東口）から徒歩約20分
●北上尾駅（東口）から上尾市内循環バス（ぐるっと
くん）上平循環・東西循環の「上尾税務署前」下車
徒歩1分

所
得
税
の
確
定
申
告

受
付
場
所

上
尾
税
務
署

受
付
期
間

2
月
16
日
㈪
〜

3
月
16
日
㈪

（
土
・
日
曜
日
は
除
く
）

所得税の申告は…
上尾税務署

（申告案内窓口）
�７７０－１８００
（自動音声案内）
〒３６２－８５０４
上尾市大字
西門前５７７

92015.2


